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市第10号議案 

   横浜市老人福祉施設条例の一部改正 

 横浜市老人福祉施設条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

平成22年６月11日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市老人福祉施設条例の一部を改正する条例 

 横浜市老人福祉施設条例（昭和38年12月横浜市条例第43号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第５項中「前３項」を「第３項から第５項まで」に、「指

定管理者の」を「指定管理者（老人福祉センター（横浜市野毛山荘

及び横浜市戸塚柏桜荘を除く。）の指定管理者を除く。以下この項

において同じ。）の」に改め、同項を同条第７項とし、同項の前に

次の１項を加える。 

６ 第２項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合

には、前項の規定にかかわらず、市長は、第４項及び横浜市地区

センター条例第５条第４項の規定により提出された書類を審査し

、かつ、実績等を考慮して、老人福祉センター及び地区センター

の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたもの

を指定管理者として指定する。 

第４条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項を第

３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる老人福祉センタ

ーの同項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる老人福祉センターの
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区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地区センター（横浜市

地区センター条例（昭和48年６月横浜市条例第46号）第１条第１

項に規定する地区センターをいう。以下同じ。）の同条例第５条

第１項各号に掲げる業務（以下これらの業務を「管理業務」とい

う。）は、地方自治法第 244 条の２第３項の規定により、一の指

定管理者に行わせるものとする。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条第２項） 

  老 人 福 祉 セ ン タ ー      地  区  セ  ン  タ  ー    

横浜市鶴寿荘 横浜市寺尾地区センター  

横浜市南寿荘 横浜市南地区センター  

横浜市喜楽荘 横浜市磯子地区センター   

横浜市つづき緑寿荘 横浜市都筑地区センター   

横浜市瀬谷和楽荘   横浜市瀬谷地区センター   

 

附 則 

 この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市鶴寿荘等について、それぞれ同一の建物に設置された地区

センターと併せて一の指定管理者に管理を行わせる等のため、横浜

市老人福祉施設条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行)   
 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

第 ４ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 の 左 欄 に 掲 げ る 老 人 福 祉 セ ン タ 
 

ー の 同 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 及 び 同 欄 に 掲 げ る 老 人 福 祉 セ ン タ ー の 
 

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 地 区 セ ン タ ー （ 横 浜 市 
 

地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 １ 条 第 １ 
 

項 に 規 定 す る 地 区 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。） の 同 条 例 第 ５ 条 
 

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 （ 以 下 こ れ ら の 業 務 を 「 管 理 業 務 」 と い 
 

う 。） は 、 地 方 自 治 法 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 一 の 指 
 

定 管 理 者 に 行 わ せ る も の と す る 。 
 

３ 
  （ 本 文 省 略 ） 
２ 

４ 
  （ 本 文 省 略 ） 
３ 

５ 
  （ 本 文 省 略 ） 
４ 

６  第 ２ 項 の 規 定 に よ り 管 理 業 務 を 一 の 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 
 

に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 第 ４ 項 及 び 横 浜 市 地 区 
 

セ ン タ ー 条 例 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 
 

、 か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 老 人 福 祉 セ ン タ ー 及 び 地 区 セ ン タ ー 
 

の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の 
 

を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。 
 

７  第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で           指 定 管 理 者 （ 老 人 
           の 規 定 に か か わ ら ず 、 

５  前 ３ 項                  指 定 管 理 者 の 

福 祉 セ ン タ ー （ 横 浜 市 野 毛 山 荘 及 び 横 浜 市 戸 塚 柏 桜 荘 を 除 く 。）  
 

の 指 定 管 理 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 
                        指 定 の 期 間 
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の 満 了 に 伴 い 指 定 管 理 者 を 指 定 す る 場 合 で 、 指 定 管 理 者 と し て 指

定 さ れ て い る も の （ 以 下 「 現 指 定 管 理 者 」 と い う 。） か ら 提 出 さ

せ た 事 業 計 画 書 そ の 他 規 則 で 定 め る 書 類 を 審 査 し 、 か つ 、 実 績 等

を 考 慮 し て 、 現 指 定 管 理 者 が 当 該 施 設 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的

に 達 成 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る と き は 、 現 指 定 管 理 者 を 指 

定 管 理 者 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。 

別 表 （ 第 ４ 条 第 ２ 項 ） 

  老 人 福 祉 セ ン タ ー      地  区  セ  ン  タ  ー    

横浜市鶴寿荘 横浜市寺尾地区センター  

横浜市南寿荘 横浜市南地区センター  

横浜市喜楽荘 横浜市磯子地区センター   

横浜市つづき緑寿荘 横浜市都筑地区センター   

横浜市瀬谷和楽荘   横浜市瀬谷地区センター   

                              


